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甲府市農業委員会３月定例総会議事録 

 

１．日  時  平成３１年３月２８日（木曜日）午後２時００分から４時０５分  

 

２．会  場  甲府市南公民館 

 

３．出席委員（17名） 

     会長・西名武洋  会長職務代理者・柿嶋 敦 

   【農業委員】 

1番 保坂 敬夫  2番 福島 昌之  3番 矢﨑 正勝    4番 米山 夫佐子 

5番 落合 洋子   6番 田中 由美  7番 土屋 三千雄  8番 長田 孝夫 

9番 菊島  建  10番 關野  登  11番 森  信二  13番 末木 瑞夫 

14番 土屋 正人  16番 小林 雅宗  17番 山本  一 

【最適化推進委員】 

1番 植田  泰   2番 山本 光信  3番 平澤 友良    4番 望月 典雄 

5番 埴原 久徳   6番 栁澤  榮   7番 萩原 靖彦   8番 萩原  斉 

9番 越石 和昭  10番 市村 秀俊  11番 向山 章雄  12番 齊藤 藤雄 

13番 佐々木  茂隆 14番 渡邉 初男 15番 塚田 泰英  16番 佐野 勝紀 

17番 米山 伸一  18番 深田 喜徳 19番 小澤 博 

 

４．欠席委員（2名） 

【農業委員】 

12番 花形 満寛 15番 萩原 爲仁 

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

   事 務 局 長 青木  進 

農地係 係 長  斉藤 欣也 

    係 長 佐野 慶一 

主 事 一ノ瀬 匠 

   振興係 係 長 岡  正己 

       技 師 吉澤 雅貴 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 
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議案第４号 農地法第３条による農地の権利取得に係る下限面積の設定について 

議案第５号 平成３１年３月告示分農用地利用集積計画について 

議案第６号 平成３１年度甲府市農業委員会活動基本目標（案）について 

議案第７号 平成３１年度甲府市農業委員会年間事業計画（案）について 

 

 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第５号 競・公売適格証明について（市街化区域届出） 

報告第６号 農地法第４条第１項の規程による届出について（許可不用） 

報告第７号 返納届について 

報告第８号 農用地利用集積計画の解約について 

報告第９号 平成３１年度農業委員会定例総会日程について 

報告第 10号 平成３１年度農地調査日程（予定）について 

 

午後 2時 00 分 開会 

 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、平成 30年度 3月定例総会を始めます。 

本日の会議は、農業委員が定数 19 名中 17 名の出席により過半数を超えております

ので、農業委員会等に関する法律第 27条第 3項の規定により、この会議が成立してい

ることをご報告いたします。 

つづきまして、西名会長より ごあいさつ をいただきます。会長お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

《 西名会長 挨拶 略 》 

 

○事務局（斉藤係長） 

   ありがとうございました。それでは、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長

が議長を務め会議を進めて参ります。会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

   ただ今から、甲府市農業委員会 3 月定例総会を、農業委員会等に関する法律、並び

に甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参りますのでお願いします。 

   それでは最初に、3月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により 5番の落

合洋子委員と、6 番の田中由美委員のお二人にお願いしたいと思います。 
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それでは早速、議案の審議に入っていきたいと思います。議案第 1 号は農地法第 3

条の規定による許可申請についてです。事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の第 3 条許可申請は有償移転が 1 件、無償移転が 1 件ございまして、いずれも

第 3 条の資格要件を充たしております。議案書 1 ページの 1 番をご覧ください。申請

地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりです。甲運

小入口交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面・北面は農地、西面

は宅地及び農地となっています。譲受人は○○○○○○○○○○○○○○○○を行っ

ているが、譲渡人が○○○○○○○○ことから、申請地を○○○○により所有権を取

得し○○○○○○○○したいとのことです。譲受人の現在の経営面積は○○○㎡です

が、取得後は計画面積が○○○㎡となり、○○○○○○する計画です。なお、譲受人

は経営面積や従事日数など、農地の取得要件は全て満たしております。 

続きまして、議案書 2 番をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲

受人については、議案書記載のとおりです。中畑交差点から○○ｍほど○○に位置す

る農地で、東面は山林、南面・西面・北面は農地となっています。譲受人は○○○○

○○○○○○○○○○○○を行っているが、新たな○○○○を検討していたところ、

申請地が立地条件に適していることから、取得し○○○○○○○○したいとのことで

す。譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○○㎡となり、

申請地は引続き○○○○を行う計画です。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。つぎに、地元委員さんから補足説明をお願いした

いと思います。1 番の案件は甲運地区です。森委員よりお願いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

   この案件は昔からの借地で地主との円満解決ということで事務局の説明通りで問題

ないと思います。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに、2番の案件は中道南地区です。小林委員よりお願

いします。 

○中道南地区委員（小林委員） 

   2番の案件は、譲渡人が元の所有者の○○に当たり、元の方が○○○○○○できなく

なったためこの方が○○○○、隣に住んでいる譲受人に、圃場も近いので買ってくれ

ないかと話をしたところ、買っていただけることになりました。譲受人も○○と農業

をしていて○○○○ということで、問題ないと思います。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。地元委員から説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。皆様から質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 
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○議長（西名会長） 

   それでは、特に意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 1号に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

大多数の方の賛成をいただきましたので、この案件については決定し、許可書の交

付をして参ります。 

   つぎに、議案第 2 号は農地法第 4 条の規定による許可申請についてです。事務局よ

り説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 4 条許可申請は 3 件でございます。議案書 2 ページの 1 番、地図は 1 ページ

の 4条№1をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記

載のとおりです。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。北原公会堂から○○ｍほ

ど○○に位置する農地で、東面・西面は農地、南面は道路、北面は宅地・道路となっ

ています。申請人は、申請地を○○○○○○○なったため、計画面積○○○㎡に○○

○○○○○○し、土地の有効活用を図りたいとのことです。転用後は、○○○○○○

○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 2番、地図は 2ページの 4条№2をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。白井交差点から○○ｍほ

ど○○に位置する農地で、東面・南面は農地、西面は雑種地・北面は宅地となってい

ます。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、申請地を○○○○○○○

なったため、計画面積○○㎡に○○○○○○○○○○し、土地の有効活用を図りたい

とのことです。転用後は、○○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 3番、地図は 3ページの 4条№3をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。宿公民館から○○ｍほど

○○に位置する農地で、東面・南面は農地、西面は雑種地・北面は宅地となっていま

す。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、収穫した作物や仕分け作業

の場所足しているため、申請地に○○○○○し、○○○○○○○○○に転用したいと

のことです。転用後は、○○○○○○○○○○○○する予定です。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。つぎに、地元委員さんから補足説明をお願いした

いと思います。1 番の案件は里垣地区ですので、矢崎委員よりお願いします。 

○里垣地区委員（矢崎委員） 

   皆さんが善光寺の方を見ると山に○○○○○がすごく広いところが見えると思いま

す。その近くがそうです。ここは、○○○○○○○○伐ってから 20数年間何も作って

いませんが、草だけはしっかり刈るなど、管理はしています。○○さんと話しました
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が、誰も農業を継ぐ気はなく、やったこともありません。○○○○○により畑が荒れ

ないようにするため、この申請が上がってきました。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 2 番の案件は中道北地区ですので、土屋三千雄委

員よりお願いします。 

○中道北地区委員（土屋三千雄委員） 

   2番の案件は、申請地の西側に現在○○○○○○があるのですが、○が植えてあり消

毒などで気を使うため○はあきらめ、葡萄に専念するということで西側と同じ○○○

○○○を設置するということです。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 3 番の案件は中道南地区ですので、柿嶋職務代理

よりお願いします。 

○中道南地区委員（柿嶋職務代理） 

   先ほど事務局から説明のあったとおりです。よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。地元委員からひととおり補足説明が終わりましたので、

これより質疑に入ります。皆様から質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 2号に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので、決定させていただきます。議案第 2 号のう

ち、1番の案件については 1,000㎡以上ですので、県農業会議へ許可相当ということで

諮問をして参ります。他の案件については 1,000 ㎡未満ですので、許可書の交付をし

て参ります。 

   つぎに、議案第 3 号は農地法第 5 条の規定による許可申請についてです。事務局よ

り説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 5 条許可申請は、所有権移転が 6 件、賃貸借が 8 件、使用貸借が 1 件、計 15

件となります。議案書 3ページの 1番、地図は 4ページの 5条№1をご覧ください。申

請地の所在・地目・面積・譲受人・譲渡人については、議案書記載のとおりです。桜

井交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･西面・北面は宅地、南面は道路

となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は、現在の○○○

○○となったため、申請地を取得し、○○○○○○したいとのことです。転用後は、
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○○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 2番、地図は 5ページの 5条№2をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・賃貸人・賃借人については、議案書記載のとおりです。農地区分は、第 2

種農地と判断しました。玉諸神社北交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東

面･西面は宅地、南面・北面は農地、となっています。賃借人は○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○しているが、近年○○○○○○○○○○○○○○○○に伴い○

○○○が不足し、土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適してい

ることから、○○○○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 3 番及び 4 ページの 4 番、地図は 6 ページの 5 条№3・4 をご覧

ください。申請地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については議案書記載のとお

りです。向町二交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は宅地及び農地、

南面は農地、西面・北面は宅地および雑種地となっています。農地区分は、第 3 種農

地と判断しました。賃借人は○○○○○○○○しているが、○○○○○○○○○○○

を計画していたところ、申請地が立地条件に適しており、需要が見込まれるため、申

請地を○○○○○○○○として転用したいとのことです。転用後は○○○○○○○○

○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 5番、地図は 7ページの 5条№5をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・賃貸人・賃借人については議案書記載のとおりです。向町二交差点から

○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・北面は宅地及び農地、南面・西面は宅地と

なっています。農地区分は、第 3 種農地と判断しました。賃借人は○○○○○○○○

○○○○しているが、近年○○○○○○○○○○○○が不足し、土地選定していたと

ころ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、○○○○○○○○に転用

したいとのことです。 

続きまして、議案書 5ページの 6番、地図は 8ページの 5条№6をご覧ください。申

請地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については、議案書記載のとおりです。農

地区分は、第 2 種農地と判断しました。環境センター西交差点から○○ｍほど○○に

位置する農地で、東面・北面は宅地、南面は雑種地、西面は道路となっています。賃

借人は○○○○○○○○○○○○しているが、近年○○○○○○○○○○○○伴い○

○○○が不足し、土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適してい

ることから、○○○○○○に転用したいとのことです。  

続きまして、議案書 7 及び 6 ページの 8 番、地図は 9 ページの 5 条№7・8 をご覧く

ださい。申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおり

です。環境センター西交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は用水路及

び宅地及び農地、道路、南面は宅地及び道路・西面は農地及び宅地・北面は雑種地及

び宅地及び農地、となっています。農地区分は、第 3 種農地と判断しました。譲受人

は○○○○○○○○○○○○しているが、近年○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○が不足し、土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適してい

ることから、○○○○○○○に転用したいとのことです。 
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続きまして、議案書 9 番、地図は 10 ページの 5 条№9 をご覧ください。申請地の所

在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。雇用促進住宅

東交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・西面は道路、南面は宅地、北

面は農地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○○○

○○○○○○○○○しているが、申請地は立地条件に適しており需要が見込まれるた

め、○○○○○○○○転用したいとのことです。転用後は○○○○○○○○○○○す

る予定です。 

続きまして、議案書 10 番、地図は 11 ページの 5 条№10 をご覧ください。申請地の

所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。小瀬新橋か

ら○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は道路、北面・南面は宅地、西面は雑種地

となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○○○○○○○

○○○○○しているが、申請地は立地条件に適しており需要が見込まれるため、○○

○○○○○○に転用したいとのことです。転用後は○○○○○○○○○○○○する予

定です。 

続きまして、議案書 7 ページの 11番、地図は 12ページの 5条№11をご覧ください。

申請地の所在・地目・面積・貸人・借人については議案書記載のとおりです。西下条

町中交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・北面は農地、南面は宅地、

西面は道路及び宅地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。借人

は貸人の○にあたり、現在の○○○○○になったため、申請地を使用貸借し○○○○

○○したいとのことです。転用後は、○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 12 番、地図は 13 ページの 5 条№12 をご覧ください。申請地の

所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については議案書記載のとおりです。宮原大橋か

ら○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面・北面は宅地、西面は道路となって

います。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。賃借人は近隣で○○○○○○して

いるが○○○○○○○○○○○○が移転することとなり、○○○○○○○○が不足す

るため、土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることか

ら、○○○○○○○に転用したいとのことです。転用後は○○○○○○○○として利

用する予定です。 

続きまして、議案書 13番・8ページの 14 番、地図は 14ページの 5条№13・14をご

覧ください。申請地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については議案書記載のと

おりです。笛南中通学路交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・北面は

宅地、南面は農地・西面は宅地及び農地となっています。農地区分は、第 2 種農地と

判断しました。賃借人は○○○○○○○○○○○○○○しているが、近年○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○が不足し、土地選定していたところ、申

請地が立地条件及び利便性に適していることから、賃借し○○○○に転用したいとの

ことです。 

続きまして、議案書 15 番、地図は 15 ページの 5 条№15 をご覧ください。申請地の

所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。中畑交差点
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から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面は農地、北面は山林、西面は宅地、

南面は道路となっています。農地区分は第 1 種農地ですが、不許可の例外で、申請に

係る土地周辺地域に居住する者の日常生活上必要な施設と判断しました。譲受人は、

現在の○○○○○となったため、申請地を取得し、既存の○○○○を購入したいとの

ことです。転用後は、既存の○○○○○○○する予定です。以上でございます。       

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。つぎに、地元委員さんから補足説明をお願いした

いと思います。1 番の案件は甲運地区ですので、森委員よりお願いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

   この案件は、以前開発を行っていたということでしたが、○○○○○も問題なく事

務局の説明のとおりです。よろしくお願いいたします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 2 番の案件は玉諸地区ですので、落合委員よりお

願いします。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

   玉諸の落合です。よろしくお願いいたします。この案件は工事の中断している道路

に接していて、再三荒廃農地になっていましたが、今回このような話になったという

ことで、何ら問題はないと思います。よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 3 番から 5 番の案件は玉諸地区ですので、田中委

員よりお願いします。 

○玉諸地区委員（田中委員） 

   3番と 4番が同じ賃借人になっています。場所は和戸通りに面していて商業施設が立

ち並んでいます。5番についても近くですが周りが住宅街になっていて、その他につい

ては事務局の説明のとおりで問題ないと思います。ご審議のほど、よろしくお願いし

ます。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 6 番から 9 番の案件は山城地区ですので、關野委

員よりお願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

   まず 6番ですが、事務局の説明通りで問題ないと思います。7番と 8番については同

じ案件になりますが、所有者 2件ということです。9番については○○○○○によって

の○○という事でございます。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 10番の山城の案件は、私の担当地区です。この案

件も周りが全て宅地になっていて、唯一の残った農地がこういった開発の申請が出て

おりまして、○○についても○○○に接続ということで、問題ないと思います。 

続いて 11番、12番の案件は大里地区です。菊島委員よりお願いします。 
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○大里地区委員（菊島委員） 

   11番は、○○○○○○○○という案件で、何ら問題ないと思います。12番も○○○

にしたいということで、何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 13番、14番の案件は中道北地区ですので、山本委

員よりお願いします。 

○中道北地区委員（山本委員） 

   13番、14番の補足説明をさせていただきます。事務局で説明したとおりですが、こ

の地区は精進湖線沿線の地域で、かなり前から農振の除外がされております。周辺は

ホテルや住宅に囲まれており残存農地となっていました。特に問題はないと思います。

よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 15番の案件は中道南地区ですので、小林委員より

お願いします。 

○中道南地区委員（小林委員） 

   議案第 2号 3番の案件と関連して農地と一緒に○○も購入して欲しいということで、

譲受人が既存の○○○○を買うということです。但し○○の中に農地が一部残ってい

るということで、事務局で説明のあったとおり例外ということで、○○を改修すると

いうことで問題ないと思います。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。ひととおり地元委員から補足説明が終わりましたので、

これより質疑に入ります。皆様から質問や意見がありましたらお願いします。 

○最適化推進委員（小澤委員） 

転用される田あるいは畑の現状はどうなっているのでしょうか。今まで耕作をして

いて収入があるような田あるいは畑なのでしょうか。それとも耕作はあきらめて転用

を待つだけだったのか。その辺の農地の実態、農地がしっかり活用されていたのか聞

きたいのですが。 

○議長（西名会長） 

   これは、具体的にどの地域ですか。 

○最適化推進委員（小澤委員） 

全域です。地区が変わると判断の仕方がまちまちだと思いますので、発表された委

員さんの地区の実態を聞きたいと思います。 

○議長（西名会長） 

   一件ごとに聞きたいということですか。 

○最適化推進委員（小澤委員） 

地区でいいです。だいたい東西南北で。 

○議長（西名会長） 

   それでは、事務局で把握していると思いますので、答えてください。 
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○事務局（一ノ瀬主事） 

   一概には言えませんが、基本的に耕作放棄地になっていたり、草刈りはされていま

すが農作物は育てられていなかったりしているところが多いです。 

○最適化推進委員（小澤委員） 

   確認はしていますか。 

○事務局（一ノ瀬主事） 

   直接、担当としてまわって確認しています。 

○議長（西名会長） 

   そんな説明でよろしいでしょうか。 

○最適化推進委員（小澤委員） 

実態がそういうことになると、実際に農地としての役目を終えたという判断として

解釈していますが、最後の転用時の姿が気になりましたので、参考までにお聞きしま

した。 

○議長（西名会長） 

   完全に荒廃農地とは言わないまでも、そういうところが多かったり、耕作はしてい

ても住宅に囲まれてしまって、消毒など、特にＳＳが使えないというのが転用理由の

大きな原因ということです。こんな状況でございます。他にいかがでしょうか。 

○議長（西名会長） 

   それでは、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 3号に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

大多数の方の賛成をいただきましたので、この議案 3 号の案件については決定させ

ていただきます。このうち 1,000 ㎡以上の案件については、先ほどと同じように県の

農業会議に諮問して参ります。他の案件については早速、許可書の交付をして参りま

す。 

   つぎに、議案第 4 号は農地法第 3 条による農地の権利取得に係る下限面積の設定に

ついてです。事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

議案書の 9ページ 10ページをご覧ください。農地法第 3条では、農地の権利を取得

しようとする者が、その取得後において耕作すべき農地の面積の合計が、北海道を除

く都府県では 50アールに達しない場合は、政令で定める相当の事由がある場合を除き、

許可することができないことになっています。ただし、農林水産省令で定める基準に

従い、農業委員会が面積を定め、公示したときは下限面積を変更できることになって

います。下限面積の設定基準については、農地法施行規則第１７条に規定されており、

「別段の面積」というのがイコール「下限面積」となります。規定されている基準と
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しましては、第 1 項第 1 号において「自然的経済的条件からみて営農条件がおおむね

同一と認められる地域を設定区域であること」となっており、甲府市では、「旧能泉村・

宮本村の区域」、「旧上九一色村の区域」、「それ以外の区域」という 3 つの区域を設定

しています。また、第 1 項第 3 号では「設定区域内においてその定めようとする面積

未満の農地等を耕作又は養畜の事業に供しているものの数が、当該設定区域内におい

て農地等を耕作又は養畜の事業に供しているものの総数のおおむね 100分の 40を下ら

ないように算定されるもの」となっております。各農家の経営面積を 10アール毎に分

類して低い方から累計していき、区域内の総農家の 40％に達したところを下限面積に

設定するということになります。 

農家を農地面積別で把握するための数字は、農林水産省が 5 年ごとに行っている農

林業センサスという統計調査の結果を使用しており、最新では 2015 年に実施されまし

た。甲府市では、この統計調査結果及び基準によりまして、直近では平成 24年 2月の

総会において旧能泉・宮本・上九一色村の区域では 20アールを、その他の区域では 30

アールを下限面積に変更することを決定し、平成 24年 4月から運用しています。 

この下限面積の設定又は修正の必要性については、毎年農業委員会で審議すること

となっております。前述の農林業センサスの調査は 5 年ごとに行われておりまして、

最新統計は 2015 年ですから区域内の総農家の 40％に達する面積は、現在設定しており

ます下限面積と変更がございません。事務局といたしましては、新規就農者等による

農地利用の促進が必要であると考えますが、安易な下限面積の引き下げは小規模農家

の増加をもたらし、農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を及ぼすおそれがあ

ると思われます。また旧能泉・宮本村の区域や旧上九一色村の区域においても、これ

以上の下限面積の引き下げがこの地区の就農促進に繋がるとは考えにくいと判断し

ます。以上により、平成 31年 4月からも旧能泉村・宮本村の区域及び旧上九一色村の

区域については 20 アール、それ以外の区域については 30 アールという現行の下限面

積の基準をそれぞれ据え置くことを事務局案として提案いたします。以上でございま

す。 

○議長（西名会長） 

事務局から農地法第 3 条による農地の権利取得に係る下限面積の設定について細か

く、国の法律を含めて甲府市の農林業政策を勘案した中で変更を行わないという説明

があったところです。委員の皆さんからご意見、ご質問がありましたらお願いします。

いかがでしょうか。 

○最適化推進委員（小澤委員） 

   地名ですが、旧能泉村、宮本村とはどこのことですか。 

○議長（西名会長） 

   千代田地区の上です。 

○事務局長（青木局長） 

具体的には昇仙峡から上です。黒平にかけてが能泉村と宮本村です。 
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○議長（西名会長） 

他にいかがでしょうか。 

○議長（西名会長） 

事務局の説明で納得したものとします。 

それでは採決に移ります。議案第 4号に賛成の方は挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

大多数の方の賛成をいただきましたので、議案 4号は決定させていただきます。 

   それでは、報告第 1号から第 7号について、事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 11ページをご覧ください。先

月の総会案件のうち、5条の申請について山梨県農業会議へ諮問をした結果、いずれの

案件も許可相当との答申を受けました。12 ページからは平成 31 年 2 月 19 日から平成

31年 3月 18日までに受理しました相続等の届出や市街化区域における各種の届出を掲

載しております。なお、それぞれの転用目的や農地の所在・届出人等につきましては、

議案書に記載のとおりであり、受理通知につきましては、事務局長の専決により交付

済みとなっております。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

ただいま、事務局から報告第 1 号から 7 号の説明があったところですが、報告事項

ではありますが、皆様の方から何かお聞きしたい点がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

報告事項ですので、ご了承願いたいと思います。 

つぎに、議案第 5号は平成 31年 4月告示分農用地利用集積計画についてですが、審

議に先だち、利用権設定の 35番の案件は、菊島委員が関係する案件です。農業委員会

法第 31条の規程に基づく議事参与の制限により、当該事案の審議の折には、ご退席を

お願いします。また、審議終了後は、再びご着席をお願いします。 

それでは議案第 5号の内、利用権設定の 35番を除く案件について事務局より説明し

てください。また、関連がありますので報告第 8号も併せて説明してください。 

 

○事務局（吉澤技師） 

それでは説明に入ります。今月は、新規設定 25件、再設定 17件、計 42件の申出が

ありました。議案書 23ページの表は、新規設定です。千代田・玉諸・山城・中道北・

中道南地区からの申出がありまして、合計面積は 35,956 ㎡です。中段の表、平成 31

年度の目標面積 115,900㎡に対し、設定面積は 35,956㎡となり、達成率は 31％となり

ます。続いて 24 ページの表は、再設定です。玉諸・二川・山城・大鎌田・中道北・中
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道南地区からの申出がありまして、合計面積は 29,877 ㎡です。中段の表、平成 31 年

度の目標面積 290,000 ㎡に対し、設定面積は 29,877㎡となり、達成率は 10％となりま

す。 

25ページ 1番から 34ページ 25番までは新規設定。35ページ 26番から 38ページ 34

番までは再設定。38ページ 35番から 41ページ 42番までは再設定の更新となっていま

す。補足説明が必要となる、法人の案件を読み上げさせていただきます。その他につ

きましては、記載のとおりとなっています。また、38ページ 35番は委員案件となって

いますので、後ほど審議をお願いします。それでは、25 ページ 2 番、26 ページ 4 番、

35 ページ 27番は借り手が同一のため、合わせて説明します。農地所有適格法人の案件

です。借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記

載のとおりとなっております。借り手につきましては、平成○○年○月○日に○○○

○○○として発足しました。経営地は、○○○○○○○○○○○○○○○○を拠点に

○○○㎡を有し、主に○○○○○○○○○○○を中心に行っています。また、○○だ

けではなく○○○○○○し自社の銘柄の○○○を作出するなど精力的に事業展開を行

っております。 

続いて 31ページ 16番と 36ページ 31番は借り手が同一なので合わせて説明します。

借り手につきましては、平成○○年○月○日に設立し、農産物の○○○○○○○○な

どを行う予定となっております。○○○○○で構成されており、全員が農業に従事す

ることとなっております。経営に関しては、○○○○○○○○○○○○に加え、○○

○○○○○○○○○○○していくとのことです。以上、全ての案件の借手の経営地は、

利用権設定に必要な下限面積及び、農作業従事日数を超えており、耕作に供すべき農

用地のすべてを効率的に利用しております。これらを踏まえ、甲府市の農業経営基盤

の強化の促進に関する基本的な構想に適合していることから、農業経営基盤強化促進

法第 18条第 3項による借手の要件を満たしております。 

   引き続き、42 ページ、農用地利用集積計画の解約の報告です。2 件の解約となりま

す。解約の内容、理由につきましては、記載のとおりとなっております。解約の届け

が提出されましたので報告いたします。以上 38 ページ 35 番を除く案件について説明

を終わります。 

○議長（西名会長） 

   事務局から説明が終わりました。ここで地元委員から説明が必要な案件がございま

す。所有権移転に対しまして新規就農者及び法人などが関係する案件もしくは特殊案

件について、原則説明をいただくことになっておりますので、地元委員さんから補足

説明をお願いいたします。2番、4番、27番の案件について、玉諸地区の、落合委員よ

りお願いします。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

   玉諸地区の落合です。よろしくお願いします。この 3 件の案件については○○○○

の借り手ということで 15年という非常に長い期間を借りたいということです。○○○

○○を改植などありますので最低でも 15年は借りたいということで、頼もしい限りだ
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と思っています。以上です。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。つぎに、16番、31番の案件について、中道南地区の柿嶋

職務代理からお願いします。 

○中道南地区委員（柿嶋職務代理） 

   16番と 31番の案件は、○○○○○○○○○○○○○○です。事務局から説明があり

ましたが昨年○月に立ち上げて前回の総会において約○反、第 1 次ということで借り

受けました。今回は第 2 次ということです。右左口地域で活動しています。現職をリ

タイアした後○人が自らの土地を活用したり、地域で眠っている遊休地を集積して法

人として活用する方法で農業振興に繋がる機運も作りながら、がんばって始めている

ところです。今年の○○○○○○○から、○○○○○○○○○○○など、どの程度の

量や品質など心配ですが、私の地区に代表者がいるので情報交換をしながら支援をし

ていくつもりです。初めてのシーズンなので何とか成果が先に繋げられるように農業

委員としてもバックアップしていきたいと思います。内容としては事務局の相談のと

おりで問題ありません。ご審議、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

   ひととおり、説明が終りました。法人 2 件でございますが、実績のある法人が醸造

用ぶどうの生産にあたると。もう 1 件は新規の法人ですが、やる気満々の法人ですの

で期待が持てると思います。皆さんから何かありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 5号のうち、35番を除く案件に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので、決定させていただきます。 

それではここで 35番の案件の審議をいたしますので、菊島委員には退席をお願いし

ます。 

 【 菊島委員 退席 】 

 

○議長（西名会長） 

   つづきまして、議案第 5号、利用権設定の 35番の案件について審議いたします。 

   事務局から説明してください。 

○事務局（吉澤技師） 

   議案書 38 ページ、35 番の案件は、借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目

的、貸借期間については、記載のとおりとなっております。以上です。 
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○議長（西名会長） 

   委員さん自ら、○○○○と農地の有効利用ということであがってきた案件です。 

こちらについて皆様からご質問はありますか。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

この案件にご賛成の方は挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

   賛成多数ですので、決定して参ります。菊島委員はご着席をお願いします。 

【 菊島委員 着席 】 

 

○議長（西名会長） 

   それでは、つぎに議案第 6号です。平成 31年度甲府市農業委員会活動基本目標（案）

について、事務局より説明してください。 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、議案 43ページの議案第 6号をご覧ください。これからご提案する活動基

本目標や、事業計画は 2 月 4 日に西名会長、柿嶋職務代理、農業委員会事務局職員で

検討会議を開催し、昨年度の目標や、計画に修正を加えました。2 月 13 日には運営委

員会を開催し、その場でご承認いただきましたので、本日定例総会に提案させていた

だきます。 

それでは、平成 31年度 甲府市農業委員会 活動基本目標（案）について、朗読を

もって提案とさせていただきます。 

    ≪ 別紙 『平成 31年度甲府市農業委員会活動基本目標（案）』 朗読 ≫ 

○議長（西名会長） 

   事務局から平成 31年度甲府市農業委員会活動基本目標について朗読提案があったと

ころです。委員の皆さん、推進委員の皆さんからご意見がありましたら、ご発言をお

願いします。 

 ≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   意見が無いようですが、先ほど申し上げたとおり執行部と事務局、またその後、運

営委員会を開催し、皆さんにご意見をいただき慎重に検討した経緯がございます。採

決をさせていただいてもよろしいですか。 

≪ 会場から「異議無し」の声あり ≫ 

○議長（西名会長） 

それでは、この案件にご賛成の方は挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 
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○議長（西名会長） 

大多数の方のご賛成をいただきました。議案第 6号については決定して参ります。 

つぎに、議案第 7 号「平成 31 年度甲府市農業委員会年間事業計画（案）」について

でございます。また関連がありますので報告第 9号、10号も併せて、説明して下さい。 

   ※ ※ ※ ＜事務局から説明＞ ※ ※ ※ 

 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、45ページ、議案第 7号をご覧ください。「年間事業計画（案）」及び、「平

成 31 年度農業委員会定例総会日程（案）」について、主な計画の朗読をもって提案に

変えさせていただきます。 

   ≪ 別紙 『平成 31年度甲府市農業委員会年間事業計画（案）』 朗読 ≫ 

   ≪ 別紙 報告第 9号『平成 31年度甲府市農業委員会定例総会日程』 朗読 ≫ 

≪ 別紙 報告第 10号『平成 31年度農地調査日程』 朗読 ≫ 

○議長（西名会長） 

   事務局から平成 31 年度甲府市農業委員会年間事業計画（案）が示されました。4 月

から 3 月までということですが、基本的には大きくは変わってはいませんが、ひとつ

変わったところは、8月の農地利用状況調査説明会が、ひと月前倒しになりました。い

わゆる、遊休農地、荒廃農地の対策を少しでも早く進めたいという考えです。それか

ら、11 月に農業委員、最適化推進委員の任期最後の年ですので、県外研修を行うこと

を運営委員会等でも議論をし、11 月に実施ということで皆様にもお諮りし、積み立て

のこともご決定していただいているところです。米印のところですが、今年の農地銀

行推進会議のときに、今までは新規就農者と委員の皆さんとの交流会を設けておりま

したが、今年度はできなかったので、これを再度行うことを考えております。新規就

農者の方にも委員さんの顔を覚えてもらい、身近で頼りになるような人間関係を築い

ていきたいということです。また、最適化推進委員の皆さんは、なかなか自分たちの

活動がどのようなことをしているのかということがありました。今年度については、

ブロック毎に活動状況の報告会として、良いこと、悪いことなど事例を発表していた

だいて参考にしてもらった経過がございます。これを、山本委員長と相談して、年 3

回から 4回集まっていただき、最適化推進委員が自ら情報交換をしながら活動の目標、

推進をしっかりやっていくという形で、平成 31年度に実施していくということでござ

います。このような点を踏まえ、皆様からご意見を伺いたいと思います。 

○最適化推進委員（渡辺委員） 

   南ブロックの渡辺です。平成 31年度事業計画（案）の関係ですが、農業委員会だよ

り 74 号の編集委員会が 6 月と 7 月、75 号の編集委員会が 12 月、1 月と 2 回あります

が直近の 6月、7 月は忙しい時期なので、1回に割愛していただきたいという要望です。 

○議長（西名会長） 

   今の要望に対して、事務局から編集委員会を 2回する考え方を説明してください。 
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○事務局（斉藤係長） 

   それでは、考え方をお答えいたします。これまでは 1 回の編集委員会で農業委員会

だよりを発行していましたが、1回ですとどのような原稿で、どのような配置や組み立

てになるなど、最終的なものが編集委員の方々にお示しできていなかったため、原稿

が仕上がった時点でレイアウトを含め最終確認をしていただき、修正箇所がなければ

印刷に進むという風にしたいと考えております。ただ、おっしゃられたとおり、6 月、

7月は繁忙期なので何とか 1回で済むように検討して参ります。 

○議長（西名会長） 

   編集委員会を 2 回する事については、説明のとおりです。実は過去に農業委員会だ

よりを発行する過程の中で、寄稿していただいた方の内容と、実際載った内容のニュ

アンスのずれがあり、ご迷惑をかけた経緯がありました。原稿を書いていただいた方

の思いが活字になっていないと大きな問題になりますので、慎重にしたいという事務

局の考えです。ただし、1回目の編集委員会の中でスムーズに進み、2回集まる必要が

ないという判断であれば 1 回で済ますことも考えられますので、忙しい時期ですから

なるべく回数は少なく、なおかつ慎重に進めていくということでご理解をお願いしま

す。 

○議長（西名会長） 

   他にいかがでしょうか。 

   それでは、他にご意見もないようなので、平成 31年度甲府市農業委員会年間事業計

画について、採決をして参ります。 

   ご賛成していただける方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

賛成多数ですので、事業計画は決定して参ります。 

なお、報告第 9 号、10 号の定例総会日程と農地調査の日程については、会場の予約

もありますので、このような日程で開催させていただきます。変更等ありましたら再

度連絡するということですが、皆さんそれぞれ忙しいと思いますので、年間の予定表

に入れていただければ、ありがたいと思います。 

 

○議長（西名会長） 

   以上で、今日予定している案件は、全て終了いたしました。 

   皆さんから、他に何かございますか。 

   はいどうぞ。 

○最適化推進委員（小澤委員） 

   42 ページの解約の件ですが、理由が借り手の都合ということですが、もう少し詳し

く教えてください。それから、上曽根町内の土地のことですが、設定期間が 5 年なの

になぜ、解約となったのでしょうか。 
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○議長（西名会長） 

   個人情報の問題もありますので、事務局は慎重に答えてください。 

○事務局（岡係長） 

   1番の案件については、私が合意解約まで携わりました。理由は、借り手本人が経営

面積を一気に広げすぎたため手がまわらなくなり、農地が荒れてしまい、貸し手がこ

のままでは他の農地に迷惑がかかるため、借り手には現状を回復し解約を求めていま

した。2番の案件につきましても、南ブロックの方々は既にご承知だと思いますが、借

り手が農地を借り過ぎ、手がまわらなくなったために荒らしてしまったことにより、

貸し手からぜひ解約で話を進めて欲しいという申し出を受け事務局として、解約とい

うことで正式に皆様に報告できたということでございます。 

○議長（西名会長） 

   小澤委員、いかがでしょうか。 

○最適化推進委員（小澤委員） 

   だいたい様子が分かりましたが、利用権設定の時に地元委員はこうなる前に、いろ

んなアドバイスができたのではないかと思います。若手に我々が積極的に関って行か

なければならないのに、後々になって解約されると、私たちの姿勢も改めて新しい姿

勢で設定を協力しようという考え方になります。新規であまりにも農地が多い場合、

本当にこんなに耕作ができるのか、良い物が獲れるのか。実際は全部耕作できてない

し、良い物も取れていません。期待する新規の外から入ってくる将来有望な方がこの

ような結果を残している。私も南ブロックですが、要注意の人がいます。地域によっ

て事情が違いますが、早急にブロック毎に専門会議を開いて対応しないと穴が出てき

て私たちも責任を感じる次第になってしまいますので、あえて解約内容を聞きました。

私たち地域の実情に合わせながら新人を手引きしていきたいと思っています。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。現状についてはご承知していただきました。私も委員会

の中では言わせていただきましたが、新規就農者はいますが、こういったケースがあ

ちこちで見られますので、地域の委員の皆さんは親心を持って、時と場合によっては

愛のムチをしっかり入れていただきたいと言ったこともあります。1の案件は、私も事

務局も農業委員も最適化推進委員も携わり大変苦労しました。就農するときに、例え

ばモロコシは 2 重までは作れるけど 1 重は水が入ってきて作れないこと、ナスは作れ

ないことなど具体的に指導した経過がありますが、この方が軽く考え耕作して、当然

失敗してしまいました。意欲は分かりますが、無謀というやり方をして、使用人のコ

ストもあり経営を圧迫することになったという経過です。両方とも似たような感じだ

と思いますし、まだまだ周りにもこのような若者がいるかもしれません。これ以上落

ちこぼれを増やさないように、最適化推進委員が集まる機会にもこのような議論を深

めて対策をしっかり出していただきたい。我々農業委員も同調して同じ問題をしっか

りしていきます。問題提起ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 
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○最適化推進委員（渡辺委員） 

   解約の話が出ていますが、十分利用権設定を慎重にしても家族経営のために病気や

高齢化により、今後、解約の件数が増えてくると思います。聞くところによると第三

者にまた貸しをする人もあるようです。そうすれば解約を減らせますが、このような

ことを防ぐように検討が必要だと思います。 

○議長（西名会長） 

   今の問題については、また貸しは違法です。近所でそういう方がいましたら指導を

お願いします。解約が増えるのが困るからまた貸しをするということになると、めち

ゃくちゃになってしまいます。委員さんの責任として、しっかり押さえていただきた

いと思います。病気で解約はやむを得ませんし、貸し手の経済的理由なので手放さな

ければならないなど様々な事例があります。ですから、解約を防ぐには新規就農者な

どがしっかり営農を続けてくれることが解約を防ぐことになりますので、努力をいた

だければありがたいです。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

   玉諸の落合です。私の住んでいる地区でも新規就農者がいまして、非常にたくさん

のところを借り入れ農業をやっていますが、そんなにできるのかと思いながらも、踏

み込んで言ってあげられないところもあります。新規就農者の方はどこかで指導を受

けて独り立ちしてくる方が多いかと思いますので、指導を受ける段階で、一人でどの

くらいの面積で耕作ができるのかなど、きめ細かい指導もしていただけると、目星が

立つと思います。 

○議長（西名会長） 

いろんなところで、このような問題があるようです。就農の研修のところで学ぶ機

会はあるんでしょうけど、若いので一気に借りてしまうことが多いようです。私も一

件借地を含めて 3 町分くらいやっていた人を見ていて効率的に問題があるということ

で注意をしたことがあります。しかし、聞いてくれませんでしたが数年経って相談を

受け、絞込みをし、解約する中で効率よく経営できる土地を借り直したことにより、

改善しました。これはひとつの事例ですが、いろんな事例を参考にして、時と場合に

よっては厳しいことを言ってあげないと自立した新規就農者は育たないと思います。

他にいかがでしょうか。 

○最適化推進委員（山本委員長） 

   いろんな問題をお聞きして、一番の問題は、最適化推進委員という新たな任務を受

けながら何をしていいのか分からないままスタートし、論議できないまま進んでしま

ったことは残念に思います。一両日中に各問題を含め最適化推進委員独自で検討する

機会を提案し、会長や事務局と相談していきたいと思います。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございます。 

最適化推進委員の責任者の山本委員長からそのような言葉をいただきましたので、

出ている問題については、ひとつひとつみんなの力で解決していくということで確認
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していただきたいと思います。局長からひと言どうぞ。 

○事務局長（青木局長） 

   研修を受け入れている農家や、学校の先生に話を聞きますと、研修を受けている人

の中にも明らかに農業の適性を持っていない人もたくさんいるのが現実だそうです。

本人の意欲はあるようですが、行動や言動、作業状況を見るととても農業には向かな

い人もたくさんいて、農業をやりたいという意欲だけではだめなのかなと思います。

しかし、辞めろとはいえないので就農までお手伝いはしますが、数年で辞めてしまう

そうです。全ての新規就農者が農業に向いているとは限らないというところをご理解

していただきたいと思います。 

 

○議長（西名会長） 

今回の総会は、議題も多く中身の濃い内容でした。今後の農業委員、最適化推進委

員の進むべき姿が見えてきたような気がします。 

以上をもちまして 3月定例総会を終了いたします。ご協力ありがとうございました。 

 

午後 4時 05 分 閉会 
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